










【参考資料】

※上下水道部（公営企業会計に属する工事に限る。）の事前承認は、副市長等を上下水道事業管理者に置き換えるものとし、その後に契約・検査担当参事の合議をとること。

設 計 変 更 ガ イ ド ラ イ ン 運 用 フ ロ ー

変更見込額は、請負額の３
０％未満か？
【注】変更見込額が１００万
円未満の場合は『YES』へ進
む。
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設計変更は、増額変更か？

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ増額分の分離発注は可能

か？

ＹＥＳ

追加工事として分離発注し、

別途契約とする。

設計変更として変

更契約を行う。
※ただし、重要な
変更は破線矢印
に進む。

重要な変更（工事の
主要部分に関する構
造等の変更）又は事
前承認の対象か？

NO

YES

（軽微な変更として）
増額が契約額の２０％未満か
つ３００万円未満か？

【注】当初契約額が１００万円

未満の場合は『YES』へ進む。

YES

YES

協議書（事前承認書）
により、変更内容を整

理し、設計変更を行い
変更契約を行う。

変更見込額は、
５００万円未満
か？

NO

NO

総務部長、契約・検査担当参事の合議
の上、副市長の事前承認をとる。
上下水道部※の場合は、管理者の承
認後、契約・検査担当参事の合議をと
る。

契約・検査担当参

事の事前承認をと

る。

上下水道部※の場

合は、管理者の承

認後、契約・検査

担当参事の合議を

とる。

事前承認の手続
きにより、承認を
得た上で設計変
更し変更契約が
可能となる。

設計変更に伴い変更契約を行う。

【重要な変更』とは・・・】
工事の重要（主要）な部分に関する構造及び工法の変更、又は規模の変更を想定する中で著し
く工事の程度を変更するものをいう。

[例 示]
・道路改良工事において、主となる路側構造を盛土と張芝で設計していたものをコンクリート擁
壁に変更する場合（工法の変更）

・雨水管渠工事において、集水区域の変更に伴い管渠の断面を変更する場合（断面の変更）

・用地取得の遅れにより、工事着工が不可能となり、同一工事の中で工事施工箇所の変更する

場合（位置の変更）

・当初契約金額は、
２，５００万未満
か？
・重要変更か？

YES

NO


